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１．組合と組合員間の情報連絡手段に関する実態調査 

 

＜目的＞ 

インターネットの普及により情報連絡手段は、郵便・電話・FAXから電子メールやメッセージア

プリなどのデジタルツールの活用が拡大している。 

情報連絡手段をデジタル化することにより、郵便料金等のコスト削減、封入作業等の省力化・

効率化、情報連絡時間の短縮などの効果が期待できるが、組合及び中小企業では、デジタル化の

環境整備や人的な問題等もあり、その活用は十分ではないものと思われる。 

このような状況下において、組合が組合員との情報連絡手段として活用しているツールに関す

る実態を調査し、今後中小企業等及び組合等に対する連絡手段のデジタル化推進に係る参考とす

るため、本調査を実施した。 

 

＜対象＞ 

会員組合等（424組合） 

 

＜事業の内容＞ 

（１）アンケート調査の実施 

上記を対象にアンケートを実施し、業界の実態や課題を把握する。 

（２）報告書の作成 

アンケートの調査結果を調査報告書にまとめ、その報告書を今後の検討資料として活用する。 

 

＜調査の概要＞ 

調査期間 令和７年３月１２日～３月２１日 

調査対象 会員組合等（424組合） 

調査方法 郵送調査 

回 答 数 210組合 (回収率 ４９．５％) 
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◇組合の概要 

 

 

 

 

 

独立事務所有り

131（63%）

独立事務所無し

72（34%）

無回答

7（3%）

組合等の独立事務所の有無

独立事務所有り 独立事務所無し 無回答

専従役職員有り

120（57%）

専従役職員無し

85（41%）

無回答

5（2%）

組合等の専従役職員の有無

専従役職員有り 専従役職員無し 無回答

66

61

59

38

20

20

19

18

15

11

9

7

7

7

6

2

9

0 10 20 30 40 50 60 70

製造業
建設業

卸売業、小売業
農業、林業

運輸業、郵便業
生活関連サービス業、娯楽業

宿泊業、飲食サービス業
電気・ガス・熱供給・水道業

医療、福祉
鉱業、採石業、砂利採取業
不動産業、物品賃貸業

情報通信業
金融業、保険業

学術研究、専門・技術サービス業
教育、学習支援業

漁業
その他

組合員の業種 ※日本標準産業分類＜大分類＞（複数回答可）
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設問１．現在、組合と組合員間での情報連絡手段として利活用しているものを教えてください。（複

数回答可） 

 
（1）設問１で「電子メール」と回答した方にお伺いします。 

 

（1）で「組合員のメールアドレスを一部把握していない」と回答した方にお伺いします。理由を教えて

ください。（複数回答可） 

 

183

179

157

133

42

15

2

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

電話

FAX

郵送

電子メール

メッセージチャットアプリ

HP会員専用ページ

ビジネスチャット

その他

組合員のメールアドレスを全

て把握している

57（43%）

組合員のメールアドレスを

一部把握していない

76（57%）

組合員のメールアドレスを全て把握している 組合員のメールアドレスを一部把握していない

60

34

15

17

0 10 20 30 40 50 60 70

メールアドレスがない組合員がいる

組合員のインターネット環境が整備されていない

組合員数が多いため、全て把握するのは難しい

その他
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（1）で「組合員のメールアドレスを一部把握していない」と回答した方にお伺いします。電子メールが

送れない組合員には、どのような連絡手段を活用していますか？（複数回答可） 

 
設問１で「電子メール」と回答した方にお伺いします。郵送やFAXではなく、電子メールで連絡する

理由を教えてください。（複数回答可） 

 

（2）現在、中央会から組合を通じて組合員に周知依頼をしているもののうち、組合に連絡した上で

直接組合員に対しメールで連絡することについてどう思いますか？ 

 

77

69

65

8

3

0

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

FAX

郵送

電話

メッセージチャットアプリ

HP会員専用ページ

ビジネスチャット

その他

104

72

70

64

63

43

7

0 20 40 60 80 100 120

いつでも送受信できる

送付作業の効率化（一括送信できる）

経費の削減

連絡時間の短縮

送受信の履歴が残る

大容量のファイルの送信ができる

その他

組合員に直接連絡し

てほしい

32（16%）

今まで通り、組合宛

に連絡してほしい

159（77%）

その他

15（7%）
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（2）で「直接連絡してほしい」と回答した方にお伺いします。理由を教えてください。 

業務の効率化と迅速化・・・連絡時間の短縮が図れる。専従職員がいないため、組合事務局を通すと時

間がかかるため。等 

事務の負担軽減・・・専従職員の不在や人手が不足しているため、事務手続きを簡素化したい。等 

情報の正確な共有・・・内容が確実に伝わり、周知漏れがない。等 

円滑な連携・・・中央会からの連絡のほうが効率的で見てもらいやすい。組合事務局で止まる懸念があ

るため。等 

プライバシーの保護・・・組合員同士で知られたくない内容を守るため。 

 

（2）で「今まで通り、組合宛に連絡してほしい」と回答した方にお伺いします。理由を教えてください。 

 現状に満足・・・「特に不都合がない」「現状で不便を感じない」「現状でもすぐに共有できている」等 

 情報管理の必要性・・・「組合で内容を把握して組合員に知らせるべき」「事務局を窓口にすることで情報

が錯綜しない」「組合で一度内容を確認し、正確に情報を伝えたい」等 

 IT環境や習慣の問題・・・「メールアドレスがない」「メールを見ない」「メールを使う習慣がない」など、イ

ンターネットや電子メールの利用環境が不十分 

 高齢化やIT対応の課題・・・「年齢層が高いためメールを使う習慣がない」「電子メール等への認知度が低

い」といった高齢化によるデジタル活用の課題。 

 組合内の統制維持・・・「組合経由で周知徹底」「情報共有のため」「組合内で統一的な情報伝達を行いた

い」等 

 問い合わせや混乱の防止・・・「中央会から直接連絡すると、組合員が混乱する」「問い合わせが殺到する

可能性がある」など混乱回避や負担軽減のため。 

 プライバシー・セキュリティの考慮・・・「プライバシー保護」「組合員の同意が必要」 

  

（2）で「その他」と回答した方にお伺いします。理由を教えてください。 

 「どちらでも問題ない」「どちらでも構わない」「中央会さんのやりやすい方で良い」 

 組合を通した連絡の必要性・・・「履歴を回覧できる」「問い合わせへの対応ができる」「情報を共有してお

きたい」等 

 直接連絡の利点・・・「講演会や研修の案内は直接した方が良い」「興味のある内容を直接確認できる」等 

 情報共有の重要性・・・「常に同じ情報を共有しておきたい」「事務局で内容を把握しておくべき」 

 IT環境や習慣の課題・・・「メールを見ない方もいる」「知りませんでしたとは答えにくい内容もある」等 
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設問２．今後、組合と組合員間の情報連絡手段として、活用したいデジタルツールはありますか？

（複数回答可） 

 
設問2で「現状のままでいい」と回答した方にお伺いします。理由を教えてください。 

現状の連絡方法で問題がない・・・「特に不便がない」「現状で十分足りている」「特段の不自由を感じて

いない」「現状のままが情報伝達の確実性を保てる」「役員とはLINEで

やり取りできる」「近くに組合員がいる」「連絡する頻度が少ない」「それ

ほど連絡事項がない」「これ以上の効率化の必要性を感じない」「ツー

ルを増やすと情報漏洩の懸念が出る」「既存の手段で事足りている」等 

デジタルツールの課題・・・「年配者が多い」「ネット環境が整備されていない」「メールを使いこなせない」

「LINEやメールが良いが、デジタル環境が均一でない」「デジタル化を全組合

員に浸透させるのは難しい」「新しいツールの導入は進展が見込めない」「迷

惑メールやSPAMに振り分けられるリスク」「情報漏洩への懸念」等 

 

設問３．組合と組合員間の情報連絡手段のデジタル化を推進するうえでの課題を教えてください。

（複数回答可） 

 

96

93

29

17

12

6

0 20 40 60 80 100 120

電子メール

現状のままでいい

メッセージチャットアプリ

HP会員専用ページ

ビジネスチャット

無回答

99

51

45

34

27

24

21

14

10

0 20 40 60 80 100 120

組合員のインターネット環境

特に問題はない

情報漏えい等、セキュリティ面に不安

現在の組合業務には必要ない

人材不足

組合にあったツールがわからない

コストがかかる

利便性がわからない

その他
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設問４.中央会としても、今後、組合への連絡手段のデジタル化を検討しております。通知や案内等

はどの方法がよろしいですか？（複数回答可） 

 
設問５  その他組合におけるデジタル化の現状や課題、国や県等に対するデジタル化に関する要望、

中央会への要望等何でも結構ですのでご記入ください。 

 ◆デジタル化への適応の課題 

高齢化によるハードル：年配の組合員が多く、アナログ方式を好む傾向がある。 

デジタルツールの苦手意識：パソコンやスマートフォン操作に不慣れな組合員が一定数存在し、デジタ

ル化への適応が難しい。 

利用環境の整備不足：ネット環境が整っていない。PCを十分に活用されていない組合員がいる。 

  ◆デジタル化推進へのサポート 

   IT教育とサポート：デジタルツール活用のため、基本的なセミナーやサポートの提供を希望 

   補助金・財政支援：機材導入や環境整備に対する助成金の支援 

   具体的な方針の提示：国や県のデジタル化推進における具体的な指針や方法の周知 

 

２．調査研究事業まとめ 

 インターネットの普及により、情報連絡手段におけるデジタルツールの活用は拡大しているこ

とを予測していたが、現状では電話、FAX、郵送に次いで、電子メールの活用は４番目であった。

「情報連絡手段として電子メールを活用している」と回答した133組合等のうち、「組合員のメー

ルアドレスを全て把握している」と回答した組合等が43％であったことからも分かるように、状

況に応じて使い分けていることが窺える。 

 また、「組合員のインターネット環境が整備されていない」が34組合等、「メールアドレスが

ない組合員がいる」が60組合等という回答に加え、自由記述では「農業など高齢の個人経営者に

とって、環境整備は難しい」「電子メールの受信はできても送信ができない高齢の組合員がいる

ためFAXを使用している」といった回答から、組合員の中でも特に高齢者にとって情報連絡手段の

デジタル化は進んでいないのが現状である。 

 「現在、中央会から組合を通じて組合員に周知依頼しているもののうち、組合に連絡した上で

187

90

57

17

2

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

電子メール

郵送

FAX

中央会ホームページ

Facebook等のSNS

その他
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直接組合員に対しメールで連絡することについてどう思いますか？」という質問に対し、「今ま

で通り、組合宛に連絡してほしい」が77％、「組合員に直接連絡してほしい」が16％であった。

「組合員に直接連絡してほしい」32組合等のうち、専従役職員有りが15組合等、専従役職員無し

が17組合等と、回答に差が殆ど見られなかったことから、直接連絡することで時間短縮、事務作

業の効率化が図れるといった利点もある一方で、組合宛に連絡することで、「事務局で内容を把

握し、質問等に対応する」「組合員の情報共有を図る」「組合員とのコミュニケーションが図れ

る」といった意見が多く見られたが、内容によって柔軟性を持ちながら効率的かつ正確な情報共

有を行う方法が求められていることが分かった。 

 今回の調査では、回答方法としてGoogleFormでの回答を推奨し、メールアドレスを把握してい

る会員等約350組合に対してメールで調査の依頼をしたところ、回答があった210組合のうち、

GoogleFormでの回答は144組合、FAXでの回答が49組合、メールでの回答が15組合、巡回時に預か

った回答が2組合であった。このことからも、組合事務局としては情報連絡手段のデジタル化が進

んでいるが、組合員のデジタル化は進んでいない状況が見られた。 

 当会への要望として、デジタル化に対応するための教育支援、財政支援等、サポート体制の強

化に関する声も多く見られたことから、今後の講習会テーマ等の参考とするとともに、デジタル

化の推進における中小企業の現状を内外に伝え、支援策を講じる必要がある。 

 

 

 

 


